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３.留意事項
（２）地域や漁業との共存及び漁業影響調査について
・選定事業者は、地域や漁業との共存共栄の理念のも
と、地域や漁業との協調・共生のための基金を五島市
と協議の上設立すること。基金の運用に当たっては、
透明性を確保すること。

① 発電事業者は、地域や漁業との共
存共栄の理念のもと、地域や漁業との
協調・共生のための基金を五島市と協
議の上設立すること。

② ①の基金の運用に当たっては、透
明性を確保すること。

長崎県五島市沖における協議会意見とりまとめ
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五島フローティン
グウィンドファー
ム合同会社

五島市洋上
風車夢基金

市民

補助金交付申請

洋上風車夢基金を設立し、地域振興策を令和
６年度以降20年間実施する。

【事業スキーム】

寄附

補助金交付決定

五島市
（一般会計）

地域振興策
①こどもたちへの人材育成・投資（海外研修補助）
②環境保全（電気自動車導入補助）

市直営事業

地域振興策について



①こどもたちへの人材育成・投資（海外研修補助）

地域振興策について（R6年度）

五島市中学生国外体験学習事業
・目 的 グローバル社会が進んだ現代社会で、中学生が今後の進路

・職業選択を行う上で、国外の状況を自分たちの目や耳で感じ、
体験することでキャリア教育を行うこと。

・期 間 令和6年8月6日（火）～12日（月）
・研修地 シンガポール
・参加者 市内中学生2～3年生 8名 ・参加費 5万円
・総事業費 4,399千円（うち、基金から3,998千円）
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①こどもたちへの人材育成・投資（海外研修補助）

地域振興策について（R7年度）

令和7年度五島市中学生国外体験学習事業
・目 的 グローバル社会が進み、政治や経済、文化や芸術など国や地
域を越えた交流が多くなっている現代社会において、中学生が今後の進
路・職業選択を行う上で、国外の状況を自分達の目や耳で感じ、体験する
ことでキャリア教育を行うことを目的とする。また帰国後は、国外での経
験を英語で発表するなど、グローバル人材として不可欠な発信力を育成す
ること
・期 間 令和7年8月4日（月）～10日（日）5泊7日
・研修地 シンガポール
・参加者 市内中学生2～3年生 12名 ・参加費 5万円
・総事業費 5,542千円（うち、基金から4,000千円）
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②環境保全（電気自動車導入補助）

地域振興策について

クリーンエネルギー利用促進事業
・目 的 五島市ゼロカーボンシティ計画に掲げる重点推進プロジェク

トを早期に達成するため、電気自動車を購入したものに対し、
電気自動車購入費補助金を交付する。

・対象者 新車の電気自動車を購入した方で五島市に住民登録のある方。
・補助金の交付額 10万円/台
・令和6年度予算額1,000千円
（執行済み額300千円（3台分））
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令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

令和7年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

令和12年度
（2030年度）

5台 15台 20台 20台 30台 40台 50台 50台

【重点プロジェクトⅣ：電気自動車普及プロジェクト推進計画】
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五島フローティン
グウィンドファー
ム合同会社

五島市
浮体式洋上風力発電
漁業振興基金

漁協

補助金交付申請

五島市浮体式洋上風力発電漁業振興基金を設
立し、漁業振興策を令和６年度以降20年間実
施する。

【事業スキーム】

漁業振興策 (1)漁船保険料補助
(2)その他漁業振興に資する事業

※事業の具体的な内容については五島市と関係者
（漁協等）が協議のうえ策定し、それに基づく振興策の
実施状況については協議会へ報告するものとする。

五島市
（一般会計）

寄附
市負担

補助金交付決定

漁業振興策の実施
（補助事業以外）

漁業振興策について



漁業振興策について

補助
対象
者

事業
区分

補助対象経費 補助率 補助の条件等 令和6年度
執行済額

市内の
漁業協
同組合

漁船保
険支援

対象期間内に支払った
漁船保険の保険料

1/10
以内

・正組合員及び准組合員であること、等。漁業種別毎に補
助条件あり。

8,148千円

漁船長
寿化支
援

漁業者の漁船の
オーバーホール
修繕経費

1/2
以内

・正組合員及び准組合員であること、等。
5,558千円

特定漁
業者支
援

対象期間内に購入した
漁業用の餌代

1/3
以内

・正組合員及び准組合員であること。
・促進区域内で操業実績があったと漁協が指定する漁業者、
等。

1,200千円

特定漁
業者支
援

対象期間内に購入した
漁業用の燃油（重油、
軽油）

5円/ℓ
以内

・正組合員及び准組合員であること。
・促進区域内で操業実績があったと漁協が指定する漁業者、
等。

2,118千円

共同利
用施設
支援

漁業協同組合所有の共
同利用施設（運搬車等
含む）の修繕・購入等

10/10
以内

・漁協の施設であること。
・共同利用施設（製氷施設、荷さばき施設、冷凍施設等）
であること。

3,914千円

長崎県
旋網漁
業協同
組合

安全操
業活動
支援

海難防止講習会開催に
係る経費

10/10
以内

・主催者が補助対象者（長崎県旋網漁業協同組合）である
こと。 462千円

合計 21,400千円

令和6年度より以下の漁業振興策を実施中である。
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